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１ 地方分権改革の推進について  

 

地方分権改革は、地方自らの判断と責任による自主的・自立的行

政運営を促進し、個性豊かで活力のある地域社会を実現するために

不可欠であり、その着実な推進を図ることが必要である。 

政府は、地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、平成２２年６

月に「地域主権戦略大綱」を閣議決定し、広範な分野にわたって取

組方針を示し、地域主権改革関連３法や第二次一括法の成立など法

律の制定や制度の創設・改正がなされた。また、平成２５年３月に

設置した「地方分権改革推進本部」において義務付け・枠付けの第

４次見直しをとりまとめ、４月に第三次一括法案を国会へ提出し、

「地方分権改革有識者会議」を設置するなど、今後も引き続き地方

分権改革に取り組む姿勢を示している。 

しかしながら、これまでの政府の取組は、義務付け・枠付けの見

直しに際して「従うべき基準」が多用されたことや、国の出先機関

の原則廃止に向けた成果が出ていないなど、未だ不十分と言わざる

を得ない。 

今後政府においては、国及び地方の役割分担を明確にし、地方の

自主性及び自立性を高めるという地方分権改革の原点に立ち、国か

ら地方への事務・権限の移譲や税源移譲の実現等の更なる改革の具

体化に向け、強いリーダーシップのもと、迅速かつ全力を挙げて取

り組むべきである。 

さらに、厳しい経済・雇用情勢が続く中、住民生活を守り、地方

経済を支える地方財政は、三位一体の改革による地方交付税の削減

や社会保障関係費等の増加により危機的な状況に陥っていることか

ら、政府が進める社会保障制度の改革においては、企画立案段階か

ら地方と十分な調整を行うなど、持続可能で安定的な財政運営がで

きる税財政制度を早急に構築することが不可欠である。 

したがって、地方の意見を十分に踏まえ、今後の地方分権改革を
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推進するための政府の方向性を明確化し、次の事項について特段の

措置を講じられたい。 

 

１ 事務・権限の移譲 

中央政府の役割は外交・安全保障などに特化し、地方でできる

ことは地方に移譲するという観点から、地方分権改革推進委員会

の勧告における国と地方の役割分担に関する考え方等に基づき、

更なる事務・権限の移譲を早急に行うこと。 

 

２ 義務付け・枠付け等の見直し 

地方自治体の自由度を拡大し、地方の創意工夫を活かした住民

本位の施策を推進することができるようにするため、早期に国に

よる義務付け・枠付け、関与について廃止を基本とした更なる見

直しを徹底するとともに、条例による法令の上書き権を含めた条

例制定権の拡大を進めること。 

さらに、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、これまでの

見直しで未実施とされた項目や一部実施にとどまっている項目及

び見直しが手付かずの項目についても政治主導で見直しを実現す

ること。 

これまでの見直しでは、例えば、福祉施設に配置する職員の数、

居室の面積などのように「従うべき基準」が相当数設定されてい

るが、廃止又は参酌すべき基準へ移行するよう速やかに見直し、

今後の見直しに当たっても、法制化により既に設定されたものの

撤廃も含め、地方の裁量を許さない「従うべき基準」の設定は原

則行わないこと。 

なお、平成２５年４月に国会に提出された第三次一括法案を速

やかに成立させるとともに、条例制定に必要な政省令をその基準

の設定根拠と併せて早急に示すこと。設置基準等が条例に委任さ

れる施設等については、地方が独自に基準を策定しても国庫補助
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負担金や介護報酬の設定などを通じて、実質的に地方の自由度を

損なわないよう、補助要綱等の見直しの考えを示すとともに、適

切な財源措置についても留意すること。 

また、地方分権改革推進委員会の第３次勧告において示された、

各府省における法案の立案段階での「チェックのための仕組み」

を確立すること。 

あわせて、国が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与

については、国民の権利利益を迅速かつ公正に救済する仕組みに

も配慮した上で、地方分権の視点から見直すこと。 

 

３ 国の出先機関の原則廃止 

国の出先機関については、「補完性の原則」に基づき、事務・

権限の必要性を精査した上で、国が担うべき事務・権限以外は地

方に移譲し、原則廃止すること。 

特に、移譲対象事務の受入主体については、特定広域連合等に

限定することなく、地方側が求める場合には都県単独、広域連携

による受入も可能とするとともに、移譲対象事務についても出先

機関単位で全ての事務・権限に限定することなく、一部の事務・

権限の受入を可能とすること。 

さらに、地方が強く移譲を求めているハローワークや直轄道

路・直轄河川については、財源措置等の具体的な制度的枠組みを

明示した上で直ちに移管すること。また、農地転用、中小企業支

援、地域交通等これら以外の事務・権限の移譲についても、府省

の自己仕分けを協議の出発点とせず、地方の意見を十分に踏まえ、

積極的に取り組むこと。 

なかでも、ハローワークについては、東西１箇所ずつ（埼玉県・

佐賀県）のハローワーク特区の試行的実施にとどまらず、各都県

が行った「アクション・プランを実現するための提案」に誠実に

対応し、全国一斉の移管を行うこと。 
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また、事務・権限の移譲に当たっては、政府が責任を持って、

必要な税財源等を一体的に移譲するとともに、人員の移管につい

ても、地方が必要とする人材の確保など地方と十分に協議を行う

こと。 

 

４ 分権型社会にふさわしい税財源の充実強化 

地方が真に自立した安定的な財政運営を可能とする改革を実現

するためには、地方が自由に使える財源を拡充することが不可欠

であり、地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充実

強化を図るため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税

体系の構築を図りつつ、国からの税源移譲を速やかに進めること。 

この場合において、税財源の調整が優先され、税源移譲の推進

が地方間の水平調整に置き換えられることがないようにすること。 

また、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、税制の抜本

的な改革に併せて抜本的に見直すこととされ、見直しの時期につ

いても、地方消費税率の引上げ時期を目途とされている。この措

置は、税の受益と負担の原則に反するとともに、地方税を充実す

るという地方分権の基本方向にも逆行するものであり、このよう

な不合理な暫定措置は確実に撤廃し、地方税として復元すること。 

なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、財政

運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を安定的に確保す

ること。 

 

５ 社会保障関係費に係る安定財源の確保等 

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」の成

立により、年金、医療、介護、子ども・子育ての社会保障４分野

の充実及び安定化の財源として、消費税率引き上げ分の５％のう

ち、地方には１．５４％が配分されることとなった。 
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当会では、今後、医療、福祉等の社会保障や教育、警察、消防

等の住民生活に必須の行政サービスを地方が安定的に提供してい

くためには、その財源として、税源の偏在性が小さく、税収が安

定的な地方消費税の拡充が必要であることを要望してきたところ

であり、今回の法案成立を評価するものである。 

ただし、消費税率の引上げの実施に当たっては、税負担の逆進

性を踏まえた低所得者への対応や中小事業者への配慮など必要な

措置を講じること。 

少子高齢化のさらなる進行に伴い、社会保障関係費は今後も増

大することが見込まれるため、地方が社会保障分野において担っ

ている役割や地方単独事業の重要性を踏まえ、「社会保障制度改

革国民会議」での検討に地方の意見を十分に反映させるとともに、

「国と地方の協議の場」において、真摯に議論をし、社会保障サ

ービスを安定的に提供していくために引き続き必要な財源の確保

を図ること。 

また、国民の負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現

できるよう、社会保障の機能の充実、給付の重点化、制度の運営

の効率化に向けた検討を早急に行い、社会保障の全体像を提示す

ること。 

 

６ 自動車関連諸税等の見直しへの対応 

平成２５年度与党税制改正大綱で、自動車取得税は、消費税８％

の段階でエコカー減税の拡充などグリーン化を強化し、消費税１

０％の時点で廃止の方向で見直しを行い、平成２６年度税制改正

で具体的な結論を得るとされている。地方財政へは影響を及ぼさ

ないとしているものの、具体的な代替財源については明記されて

いない。 

自動車取得税が、地方の社会基盤整備などの貴重な安定財源と

なってきた経緯等を踏まえ、地方自治体に減収が生じることのな
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いよう、安定的な代替財源は地方税により国の責任で確保するこ

ととし、具体的な代替財源を確保することなく、縮減しないこと。 

また、同大綱で「森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に

関する財源の確保について早急に総合的な検討を行う」とされて

いることを踏まえ、国税の「地球温暖化対策のための税」につい

て、使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地

方税源化するなど、地方の役割等に応じた税財源を確保する仕組

みを創設すること。 

さらに、原油価格の異常な高騰が続いた場合の軽油引取税など

の課税停止については、一定の期間、適用を停止することとされ

ているが、今後、当該措置が適用される場合には、国の責任にお

いて全ての地方自治体に対し、確実に減収分の補填措置を行うこ

と。 

 

７ 地方法人課税の堅持 

地方法人課税は、法人が事業活動を通じて地方団体から享受す

る様々な行政サービスに対して応分の負担をするという大原則に

基づくものであり、地方団体の重要な財源であることから縮減は

行わないこと。 

 

８ 課税自主権の拡大 

地方自治体の最も基幹的な自主財源である地方税に係る課税自

主権の発揮については、制度的には法定外税や超過課税等が認め

られているものの、実際の適用には高いハードルがある。 

神奈川県臨時特例企業税条例を違法、無効とした平成２５年３

月の最高裁判決は、そのことを明確に示したものである。 

この判決の補足意見では、地方自治体が法定外税を創設するこ

との困難性が示され、「国政レベルにおける立法推進に努めるほ

かない」と指摘されたところである。 
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こうした指摘も踏まえ、真の地方分権型社会の実現に向けて、

地方の課税自主権の拡大を制度的に保障するため、関係法令の抜

本的見直しの検討を進めること。 

 

９ 地方交付税の復元・充実及び臨時財政対策債の廃止 

地方交付税については、地方固有の財源であることを明確にし、

国による義務付けや政策誘導は排除すること。 

特に、地方との十分な協議を経ないまま、平成２５年度地方財

政対策において、地方公務員の給与引下げを要請する手段として

地方交付税を用いたことは極めて不適切であり、今回のような措

置を二度と行わないよう、強く求める。 

また、地方財政計画に地方の行政需要を的確に積み上げ、今後

の地方財政対策において、地方交付税本来の役割である財源調整

機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう地方交付税総額を充

実すること。地方財源不足の解消は、地方交付税の法定率の引上

げを含めた抜本的な見直しによって対応することとし、臨時財政

対策債は廃止すること。 

臨時財政対策債の既往の元利償還金については、その償還額が

累増していることを踏まえ、償還財源を確実に別枠として確保す

ること。 

 

10 地域自主戦略交付金の廃止に伴う対応 

地方の実情に応じて自主的な判断で対象事業・箇所等を選択で

きるなど、地方分権の趣旨に沿って地域自主戦略交付金が創設さ

れた経緯を踏まえ、各府省の交付金等については、地方の自由度

拡大のため、対象事業の統合・メニュー化、事務手続きの簡素化

など一層の運用改善等を図るとともに、地域経済に悪影響を与え

ることのないよう、事業の着実な実施のために必要な予算を継続

的に確保すること。 
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また、本来、国庫補助負担金改革は、地方の自由裁量を拡大し、

国からの依存財源ではなく、最終的には自主財源である地方税と

して税源移譲することが目的であることから、国と地方の役割を

見直した上で、国の関与をなくすべき事務に係るものについては、

原則として廃止し、権限の移譲と併せて、地方税財源の拡充に向

けた本質的な議論を行うこと。 

 

11 直轄事業負担金制度の改革 

地域主権戦略大綱においては、平成２５年度までに現行の直轄

事業負担金制度の廃止とその後の在り方について結論を得ること

とされているが、地方との協議など制度廃止に向けた具体的な取

組は一向に進んでいない。 

直轄事業負担金制度は、直轄事業が全国的視野の下に国家的政

策として実施されながら、地方自治体に対して個別に財政負担を

課すものであり、地方分権の観点から極めて不合理な制度である

ことから、制度廃止に向けた具体的な手順等を盛り込んだ工程表

を作成し、早期に廃止すること。 

また、直轄事業負担金の廃止に向けては、社会資本整備の着実

な実施にも配慮しつつ、「国と地方の協議の場」等を通じて、地

方と十分に協議をすること。 

 

12 地方自治法の抜本改正 

現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体

の組織・運営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を

統制する仕組みとなっていることから、地方自治体の裁量権を広

範に保障するため、地方の意見を十分に踏まえ、早急に地方自治

法を抜本改正すること。 
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13 「国と地方の協議の場」の実効性確保 

国と地方の協議に当たっては、真に国と地方が対等・協力の関

係のもと、協議の対象を幅広く捉え、国は自ら、政策の企画・立

案段階から積極的に地方と協議すること。 

また、協議に際しては、事前の検討期間を十分設けるほか、分

科会も積極的に活用するなど、実効性のあるものとし、形式的な

運用は断じて行わないこと。 



２ 公営水力発電の新電力等への売電促進について 

 

国は本年４月２日、電力システムに関する改革方針を閣議決定し、

２０１５年から３段階で電力改革を実施するとしている。 

しかしながら、９電力会社による地域独占体制の壁は厚く、真に

開かれた競争環境がもたらされるか懸念が残る。このような地域独

占を打破するためには、新電力（特定規模電気事業者）と地域を越

えた電力供給（域外供給）の拡大が望まれる。 

東京都では、これまでファンドによる新電力（特定規模電気事業

者）の発電事業支援や奥多摩の公営水力への競争入札の実施、都有

施設における電力の複数契約(部分供給)の導入など、先駆的な取組

を進めてきた。 

国においても、法制度の整備にとどまらず、電気事業に実際に競

争原理が働く環境を整え、電力供給の安定と消費者の選択の自由を

実現すべきである。 

なかでも、現在、全国で約２４０万キロワットの発電能力を有す

る公営水力発電は、貴重なベース電源であることから、各自治体の

主体的な判断により、公営水力発電が、売電に当たって、新電力（特

定規模電気事業者）など多様な選択が可能となるような環境整備を

速やかに実施されたい。 
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３ 医師確保対策について  

 

医師の絶対数の不足に加え、地域偏在や診療科偏在などにより全

国的に医師不足問題が深刻化しており、我が国の医療体制は崩壊の

危機に瀕していると言っても過言ではない。 

このような状況に至ったことは、国の政策に起因するものであり、

国はその責任を十分に自覚して、緊急かつ実効性のある医師確保対

策に早急に取り組むべきである。 

その際、医師養成に多額の公費負担が行われている現状や医師に

求められる公的責務なども踏まえた上で、現在の医師の勤務のあり

方の見直しも含め、抜本的な医師の偏在是正対策を検討する必要が

ある。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 医師の不足に対処するため、人口１０万人当たりの医師数が著

しく少ない県又は地域については、既存医学部の定員増や医学部

新設等の対策を講じること。 

  また、医学部定員増に対応して、修学資金など都道府県が医師

確保対策を講じるために必要となる経費について、地域医療再生

基金の期限以降も安定的に地域枠制度を運営していけるよう、継

続的かつ確実な財政的措置を講じること。 

  さらに、地域枠を設ける大学において増加する経費についても

国が十分な財源を手当すること。 

 

２ 医師の地域偏在を是正するため、医師不足地域における一定期

間の診療の義務づけ等の制度的な方策を講じること。 

 

３ 小児科や産婦人科の医師不足といった診療科偏在を是正するた

め、不足診療科の医師確保のための具体的な方策を早急に講じる

- 11 - 



- 12 - 

こと。 

  また、小児科・産婦人科医等の集約化・重点化のため、医師を

派遣する病院や開業医の出務等に対する経費について財政的な支

援を図ること。 

 

４ 医師の負担を軽減するため、看護師や医療クラーク等が医師の

業務の一部を行えるよう早急な対策を講じること。さらに、産科

医の負担軽減のため、院内助産所の開設促進や助産師の養成等の

対策の強化を図ること。 

 

５ 外科などの診療科への志望者を確保するため、産科医療補償制

度と同様に、リスクの高い診療行為について医療事故にかかる補

償制度を導入するなど有効な施策の早期整備を図ること。 

 

６ 地域医療の現場で不足している幅広い診療能力を持つ総合診療

医の育成と病院への配置について、具体的な方策を講じること。 

 

７ 女性医師が継続して働くことができるよう、保育制度の充実や

勤務体制の柔軟化、再就業支援等、就業環境の整備を促進するた

めに必要な措置を早急に講じること。 

 

８ 初期臨床研修医の各都道府県の募集定員の上限の算定に当たっ

ては、可住地面積当たりの医師数及び人口１０万人当たりの医師

数など、より地域特性や医師不足の状況を考慮した加算要件を加

えること。 



４ 教育環境の整備について  

 

新学習指導要領の円滑な実施やいじめ等の教育上の諸課題に的確

に対応し、教員が子どもと向き合う時間を確保することにより質の

高い教育を実現するためには、少人数学級や少人数指導等の推進に

よる教育環境の充実が重要である。また、地方が弾力的に教職員定

数を決定するとともに、より一層自主的、主体的に学級編制を行え

るようにする必要がある。 

文部科学省では、義務標準法の改正により、小学校１年生の学級

編制の基準を３５人に引き下げるとともに、小学校２年生について

は教員の加配により３５人学級編制を可能とする予算措置をしてい

る。しかし、義務標準法の改正は小学校２年生以上には拡大されて

おらず、今後の少人数学級の推進については、その効果の検証を行

いつつ、教職員の人事管理を含めた教職員定数の在り方全般につい

て検討するとされている。 

少子高齢化やグローバル化が急速に進展する中、子どもたちの多

様な個性や能力を開花させ、その力を社会に生かしていくことので

きる人材を育成することが、我が国の教育に求められている。 

ついては、義務標準法の改正等により、少人数学級や少人数指導

等を推進するとともに、教職員定数及び学級編制について地域の実

情に応じたより柔軟な対応ができるよう配慮されたい。また、その

ために必要な財源を国の責任において確保されたい。 
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５ 農林水産物及び加工食品に対する諸外国の輸入規制の早期解

除について 

 

政府は、農業の競争力強化に向けた「攻めの農林水産業の展開」

の一環として、国内市場だけに頼らない農林水産業の育成を目指し、

輸出倍増プロジェクト等を実施する方針を掲げている。 

しかしながら、平成２３年３月の東京電力株式会社福島第一原子

力発電所の事故以来、国内一部地域の農林水産物及び加工食品に対

して、中国や台湾など諸外国による輸入規制が継続されたままとな

っている。 

今も継続する輸入規制下で、これまで輸出に取り組んできた農林

水産物及び加工食品の関係者は、一日も早い輸入規制の解除を待ち

望んでいる。 

ついては、農林水産物及び加工食品に対する諸外国の輸入規制の

早期解除に向けて、政府間交渉の取組をより一層強化されたい。 
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６ スマートフォン等の安全・安心な環境整備について 

 

通信機器の発達とともに、携帯電話に代わるいわゆるスマートフ

ォンが飛躍的に普及し、青少年の利用も増加している。 

しかし、スマートフォンを始めとするインターネット接続可能な

機器には、携帯電話のようなフィルタリングの義務付けが法的にさ

れていないため、青少年がアダルトサイトなどの有害サイトにアク

セスしたり、犯罪に巻き込まれる危険性が増大している。 

このため、青少年を有害情報や犯罪から守るための対応を図る必

要がある。 

ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 平成２４年７月に見直された「青少年インターネット環境整備

基本計画」及び平成２５年６月に予定されている総務省のワーキ

ンググループの最終報告などを踏まえ、青少年のインターネット

環境の更なる整備を進めること。 

 

２ スマートフォンやゲーム機など、無線通信によりインターネッ

トへの接続が可能な機器の販売に当たっては、青少年並びにその

保護者に対して危険性を周知し、フィルタリングの利用を進める

よう事業者などに働きかけること。 

 

３ 青少年によるインターネットの適切な活用を促進する上でも、

青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少なくするために、「青

少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律」の見直しを行うこと。 

- 15 - 



７ 東京湾アクアラインの通行料金の恒久的な引下げ等について 

 

我が国の政治、経済等の中枢である首都圏において、高速道路は

国民の安全・安心を守り、地域経済の活性化や地域連携、国際競争

力の強化などに資する最も重要な社会基盤である。 

一方、高速道路は、運営主体・料金体系が異なる複雑でわかりに

くい料金や環状道路を利用することによる割高感などにより、ネッ

トワークとしての機能を十分に発揮できていない状況にある。 

国では、高速道路の料金施策などの検討を進めているところであ

るが、ネットワークとしての機能を十分に発揮できるよう一体的で

利用しやすい料金体系を構築することが必要である。 

とりわけ、東京湾アクアラインについては、平成２６年３月まで、

普通車８００円などとする社会実験を実施しており、実験前に比べ

て交通量は１．８倍に増加し、特に、平日の大型車は２倍以上に増

加するなど、首都圏の「人」「もの」の動きが活発化された。その

結果、着岸地では大型商業施設等の進出が相次ぐなど、首都圏に大

きな経済効果をもたらしている。 

さらに、東京湾アクアラインは、首都圏における交流・連携の強

化や都心部の迂回機能の強化、災害時の多重性・代替性の確保など

にも大きく貢献している。通行料金引下げが、このまま平成２６年

３月で終了することになれば、社会的・経済的にも首都圏に甚大な

る影響を及ぼしかねない。 

このため、社会実験の効果を一過性のものとせず、平成２６年度

以降も引続き東京湾アクアラインの通行料金の引下げを継続する必

要がある。 

また、首都圏中央連絡自動車道は、東京湾アクアラインと一体と

なって、東日本と西日本を結ぶ大動脈であるとともに、成田空港と

羽田空港をはじめ、陸・海・空の拠点を結ぶ基幹ネットワークであ

るが、開通目標が明確でない大栄・横芝間を含め、早期の全線開通
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に向けた取組が急務である。 

ついては、このような状況を踏まえ、次の事項について特段の措

置を講じられたい。 

 

１ 首都圏の高速道路ネットワークについては、都心部の交通混雑

の緩和を図るため、より外側の環状道路へ交通誘導を行うととも

に、複数の料金体系による割高感の解消、長距離利用者や大型車

の利用促進等にも対応した一体的で利用しやすい料金体系を実現

すること。 

 

２ 東京湾アクアラインについては、一体的で利用しやすい料金体

系の構築を見据えつつ、現在行われている社会実験による交通、

観光、企業立地、物流などの検証結果を十分踏まえ、国策として

恒久的な通行料金の引下げを実現すること。 

 

３ 東京湾アクアラインと一体となって環状につながる、首都圏中

央連絡自動車道の早期完成に向け、より一層の整備を推進するこ

と。 

  特に、開通目標が明確でない大栄・横芝間については、本格的

な事業の展開を図り、環状道路として機能が発揮できるよう、早

期の全線開通を図ること。 



８ 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）対策の推進について 

 

社会的な関心が高まっている微小粒子状物質（ＰＭ２．５）につ

いては、関東地方において環境基本法に基づく大気環境基準を多く

の地域で達成していない状況にあるが、様々な発生源から生ずる物

質が原因となることから、効果的な対策を講じることが困難となっ

ている。 

また、環境省が設置した専門家会合において、ＰＭ２．５に係る

対応について報告書が取りまとめられ、注意喚起のための暫定的な

指針が示されたが、ＰＭ２．５に対する住民の不安解消に向けた十

分な取組は行われていない。 

以上を踏まえ、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ ＰＭ２．５は生成機構が十分に解明されていないことから、低

減対策を進めるため、その解明を早急に進めること。 

  また、低減対策等を進めるためには、ＰＭ２．５濃度をより正

確に把握することが必要なため、測定精度の向上などに取り組む

こと。 

 

２ 疫学的知見、特に影響を受けやすいとされる高齢者や乳幼児、

呼吸器系・循環器系疾患患者の健康影響に関する知見の収集に努

め、きめ細かな対応を図ること。 
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９ 公共土木施設の老朽化対策について  

 

橋梁やトンネルなどの道路施設をはじめとする公共土木施設の老

朽化対策は喫緊の課題となっており、特に地勢の影響で道路ネット

ワークの代替性が乏しい地域では孤立化が懸念されるなど、道路施

設の耐震化や維持管理の徹底は最優先で取り組んでいかなければな

らない。 

公共土木施設全般にわたって徹底した点検の実施、計画的・戦略

的な維持管理を行っていくために、平成２４年度に新設された「防

災・安全交付金」などを最大限活用し、地方における公共土木施設

の老朽化対策が着実に進められるよう、次の事項について特段の措

置を講じられたい。 

 

１ 老朽インフラ対策は、国を挙げて取り組むべき課題であること

から、今後、長寿命化等戦略的維持管理や施設更新が円滑に実施

できるよう、地方の実情や意見を十分踏まえ、「防災・安全交付

金」の採択要件の緩和や十分な財源の確保など、継続して国が支

援を行うこと。 

 

２ 地方が行う公共土木施設の計画的な点検や維持管理計画策定に

要する経費を交付金の対象とすること。 

 

３ 具体的な点検方法や損傷度判断基準など、現行の点検要領を更

に詳細にしたマニュアルの作成、点検補修に関する新技術の開発

及び専門技術者を養成するための資格制度の創設などにより、地

方が老朽化対策を一層推進するための点検補修技術の向上を促進

する措置を講じること。 
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10 地震対策の推進について 

 

昨年８月に国が公表した南海トラフ巨大地震による被害想定では、

発生頻度は極めて低いとされてはいるが、最悪の場合で約３２万人

の死者数が推計された深刻な内容となっている。このように、首都

直下地震や南海トラフ巨大地震等のプレート境界型地震は、ひとた

び発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。 

このため生命を確実に守り、被害を最小限にとどめるための地震

対策を推進していくことが必要である。 

よって、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 対策大綱等の策定 

首都直下地震や南海トラフ巨大地震等のプレート境界型地震に

おける対策を推進するため、新たな対策大綱等について早期に策

定すること。 

 

２ 「南海トラフ巨大地震対策特別措置法（仮称）」の制定及び首

都直下地震の防災対策を強力に推進するための法整備等 

（１） 南海トラフ巨大地震の被害想定を踏まえ、防災施設の整備

を重点的に進めるため「南海トラフ巨大地震対策特別措置法

（仮称）」を制定すること。 

（２） 現在検討中の首都直下地震の被害想定等を早期に公表する

とともに、対策に必要な法整備や財源の確保等を行うこと。 

 

３ 基幹的広域防災拠点の整備等 

（１） 首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生時、国と地方

の関係機関が連携して、被災地への支援が迅速に実施できる

よう、救援物資等の輸送拠点や現地対策本部の機能等を有す

る基幹的広域防災拠点をより多くの地域に整備すること。 
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（２） 既存の基幹的広域防災拠点が被災した際の代替機能を確保

するため、高速道路のＪＣＴ等交通の結節点や空港、港湾周

辺などの適切な場所に複数の基幹的広域防災拠点をさらに整

備すること。 

（３） 立川広域防災基地等の官邸の危機管理センターのバックア

ップ体制について、十分な検証を行うとともに、広域的な視点

から関東地方に迅速かつ確実に機能し得る新たな拠点を加え

るなど、体制の強化を図ること。 

 

４ 日米間の防災協力体制の整備 

東日本大震災の救出・救助活動等においては、米軍からの支援

を受け、大きな成果が上がったところである。今後、大規模災害

発生時には米軍と綿密な連携を取ることができるよう、日米間で

防災協定を結ぶなどの協力体制を整備すること。 

 

５ 総合的な津波対策の推進 

（１） 地震・津波対策における新たな構造基準の早期策定や、現

在整備中の津波対策施設の早期完成を含めた地震対策緊急整

備事業等における総合的な津波対策を推進すること。 

（２） 「津波防災地域づくりに関する法律」の施行を受け、地方

自治体が緊急に取り組む津波対策施設等の新設、改良整備事

業への重点投資を行うこと。 

（３） 高齢者等が利用する社会福祉施設等の高台移転や高層化等

の津波対策に係る財政支援等の措置を講じること。 

 

６ 災害に強い地域づくりの推進 

沿岸部における津波避難路の整備等と併せて、沿岸部からの企

業や住居等の移転の受け皿となる内陸部の地域づくりを行い、こ

れらを繋ぐ地域間の連携軸を形成することにより、防災・減災の

- 21 - 



充実・強化を図ることができ、災害に強い地域づくりを実現し、

安全・安心で魅力ある地域づくりを推進する。そのための規制の

緩和や税制・財政等の支援措置を講じること。 

 

７ 大規模災害に対応した生活再建の支援制度の創設 

被災者生活再建支援基金では対応できない大規模災害において

は、特別立法等による対応を行うこと。 

 

８ 広域応援体制の確立 

東日本大震災における広域応援では、国の各省庁、全国知事会、

全国市長会・全国町村会が所管ごとに個別の応援を決定・指示し

たため、効率的・効果的な応援の支障となった。 

首都直下地震や南海トラフ巨大地震等のプレート境界型地震な

どの大規模災害では、国が広域応援における主導的な役割を果た

す必要があることから、広域応援の実施に対応する専属組織を内

閣府などにおいて平時から設置し、地方自治体による応援を含む

全ての被災地への応援の調整・指示を一元的に行うこと。 

また、地方自治体による支援では、都道府県がその管内の市町

村等と連携して同一の被災地に対して集中的な応援を行い成果を

上げたことから、その体制整備の支援を行うとともに、地方が応

援に要した経費の全額を国が負担する制度を創設すること。 

 

９ 建築物等の耐震化の促進 

（１） 住宅の耐震化は、住宅の倒壊から住民の命を守るだけでな

く、負傷者や避難者を減少させ、発災後の応急対応や復興に

おける社会的負担を軽減する効果があることから、これを早

急に進める必要がある。 

    しかし、現行の補助制度については、住宅の耐震補強に対

する補助金の額が、補助対象限度額である耐震改修に要する
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費用（耐震改修工事費に２３％を乗じて得た額）の２分の１

以内の額となっているなど、地方で実施している補助制度に

適応できないことや、事務処理が煩雑となり小規模な市町村

では対応できないため、これを廃止し、地方公共団体が補助

する額の２分の１以内の額とすること。 

（２） 高齢者世帯における住宅の耐震化を推進するため、高齢の

親と別居する子どもが親の住宅の耐震補強を行う場合には、

その費用を子どもの所得税から控除する制度を創設すること。 

（３） 災害時に避難所等となる学校施設、病院、社会福祉施設等

及び緊急交通路となる高速道路の耐震対策の強化並びに緊急

物資等の受入れに資する海上輸送路の確保のための耐震強化

岸壁の整備を行うこと 

 

10 原子力発電所の安全確保及び防災対策の強化 

（１） 原子力発電施設に係る新規制基準の策定については、福島

第一原子力発電所事故の検証結果を踏まえた実効性のあるも

のとすること。また、引き続き徹底した事故原因の究明を行

い、新たに得られた知見については、その都度、適切に規制

基準に反映させること。 

    なお、政府の要請により停止している浜岡原子力発電所に

ついては、政府が停止要請をした文書において実施するとし

ている事業者の対策の評価、確認に関する工程表を早急に提

示するとともに、その工程表に基づき厳正な評価、確認を行

うこと。 

（２） 今後、高経年化等により見込まれる原子炉の廃止措置につ

いては、厳格な審査の下、安全確保に万全を期すとともに、

使用済燃料やその再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄

物、原子炉の解体に伴い発生する廃棄物の最終処分方法を早

期に確立すること。 
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（３） 原子力防災対策については、プルーム通過時の被ばくを避

けるための防護措置を実施する地域（ＰＰＡ）の導入等、原

子力災害対策指針で今後検討を行うべき課題とされたものに

ついて早期に検討を進めるとともに、緊急時迅速放射能影響

予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）の活用方法、安

定ヨウ素剤の事前の配布や備蓄・補充等の手法等については、

関係地方公共団体の意見を取り入れ、実効性のある体制の整

備に努めること。 

    また、「予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）」及び

「緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）」の設定に伴い、

環境放射線モニタリング体制や原子力防災の資機材の整備の

ほか、それらの維持管理に係る費用の増大が見込まれること

から、引き続き放射線監視等交付金や原子力発電施設等緊急

時安全対策交付金の増額や、地域の実情を踏まえた自主的な

取組を尊重するなど、特段の財政措置を講じること。 

    なお、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金については、

防災資機材の効率的な整備を行うため、都道府県から市町村

に対する間接交付を認めるなど、運用の改善を図ること。 

（４） オフサイトセンターの移転等の整備に伴い発生する経費に

ついては、確実に財政措置を講じること。 

    なお、移転により使用しなくなる既存のオフサイトセンタ

ーについては、国において立地道府県に負担のない合理的な

整理方法の検討を行うこと。 

（５） 上記（１）～（４）の措置等を講じるに当たっては、国民

に対し、その過程も含めて徹底的に情報を開示するとともに、

分かりやすい説明を行い、国民の理解を得るよう最大限の努

力をすること。 
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11 消防救急無線や防災行政無線の整備について 

災害発生時などにおける情報伝達手段として重要であるため、

都道府県防災行政無線の再整備及び市町村における消防救急デジ

タル無線の整備等について、緊急防災・減災事業の平成２５年度

以降の継続やメニューの拡大等により充実した財源措置を確立す

ること。 



11 国の記念日としての「山の日」（仮称）の制定について 

 

我が国の国土の約７割は、森林を主体とした山が占めており、山

は、国土の保全、水源のかん養など国民生活に不可欠な機能を有し

ている。 

また、国民は、古来より山を身近な自然として親しむとともに、

その生活の中で伝統文化や産業を育んできており、山は林業のみな

らず観光などの地域の貴重な資源である。 

さらに近年、地球温暖化の影響が顕在化する中で、森林の持つ二

酸化炭素吸収源としての役割にも大きな期待が寄せられている。 

このように、山は国民全体の財産であり、山のもたらす様々な恩

恵を、将来にわたり享受できるよう、国民全体が山に感謝し、山を

守り育てていくための意識の向上を促すため、まずは国の記念日と

して「山の日」を制定し、将来の祝日化を検討されたい。 
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12 道路網の整備促進等について  

 

国土の骨格を形成する高規格幹線道路等の整備は、国土の均衡あ

る発展を図る根幹となるものである。また、都市圏などの環状道路

やバイパス等の整備は、都市機能を回復し地域経済の活性化を図る

上で喫緊の課題となっており、強力に整備促進を図ることが必要で

ある。 

また、東北及び関東地方に多大な被害を及ぼした東日本大震災に

おいても、高規格幹線道路は緊急輸送路として、救援活動や援助物

資の輸送等に大きな役割を果たし、その重要性が再認識されたとこ

ろである。 

首都圏に影響を及ぼす大規模地震発生の切迫性が高まっており、

地域の安全・安心の確保のためにも、必要な道路整備については、

国と地方との役割分担を踏まえた上で、国が責任を負うべき道路を

着実に整備するとともに、地方が行う必要な道路整備の財源につい

ても確実に確保されたい。 

さらに、開通から５０年を迎える首都高速道路をはじめとする高

速道路構造物は、老朽化が進んでおり、その対策が急がれている。 

本来、施設の維持管理は各高速道路会社が行うべきものであるが、

老朽化対策は高速道路ネットワーク機能を維持していく上で根幹に

係わるものであり、関係自治体の意見を尊重した上で、高速道路会

社の民営化のスキームをつくった国が責任をもって取り組むべきで

ある。 

よって、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 東北縦貫自動車道宇都宮ＩＣ以北の６車線化整備計画の策定と

渋滞対策の早期実施 

東北縦貫自動車道は、首都圏と東北地方を結ぶ広域連携軸とし

て極めて重要な幹線道路である。 
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ついては、交通渋滞を解消し、高速性・定時性を確保するため、

宇都宮ＩＣ以北の６車線化整備計画の早期策定を図るとともに、

既に６車線化がなされている区間においても、北関東自動車道岩

舟ＪＣＴや栃木都賀ＪＣＴ周辺などの渋滞が頻発している箇所に

ついては、早急に対策を実施すること。 

 

２ 上信越自動車道全線の４車線化の早期完成 

上信越自動車道は、連絡する関越自動車道、北陸自動車道、長

野自動車道および中部横断自動車道と一体となって高速道路ネッ

トワークを形成し、地域の経済・文化の発展、観光の振興など沿

線地域に大きな効果をもたらすと共に日常の救急救命医療や災害

時の緊急輸送として大きな役割を果たす重要な道路である。 

ついては、同路線の機能を十分活かす上からも、暫定２車線供

用区間である信濃町ＩＣから上越ＪＣＴ間の４車線化について、

早期完成を図ること。 

 

３ 都市高速道路中央環状線の機能強化 

都市高速道路中央環状線は、首都圏三環状道路のうち、最も都

心寄りで、都心からおよそ半径約８キロメートルに位置する、総

延長約４７キロメートルの環状道路であり、都心に集中する慢性

的な交通渋滞を緩和する重要な役割をもつ路線である。 

中央環状線の残る区間である品川線については、早期完成に向

けて整備を進めている。品川線と併せて、既に開通している区間

においても、中央環状線本来の機能を発現させるため、ジャンク

ション改良などの渋滞対策の推進に必要な財源の措置を講じるこ

と。 

 

４ 東京外かく環状道路の整備促進 

東京外かく環状道路は、都心から約１５キロメートル圏を環状
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に結ぶ総延長約８５キロメートルの道路であり、都心に集中する

放射状の高速道路や一般国道等と連結し、自動車交通の円滑な分

散導入を図る重要な役割を担うものであり、また、切迫する首都

直下地震などにおいて、日本の東西交通の分断を防ぎ、首都機能

を堅持するほか、救援、復旧活動に大きな役割を果たすなど、国

民の生命や財産を守る重要な機能を有することから、一刻も早く

完成させる必要がある。 

常磐自動車道（三郷市）から東関東自動車道（市川市）間のう

ち約１６キロメートルについては、京葉道路との交差部をはじめ、

全線にわたり、工事が展開されているが、引き続き事業を着実に

推進するための必要な財源を確保し、平成２７年度開通を確実に

図ること。 

また、関越自動車道（練馬区）から東名高速道路（世田谷区）

間の約１６キロメートルについては、２０２０年早期の開通に向

けて、必要な財源の措置を講じ、計画的に用地取得および工事を

進めること。 

東名高速道路から東京湾岸道路間については、国土開発幹線自

動車道建設法の予定路線として位置づけられているが、ルート等

は未定の状況である。東京外かく環状道路を完全な環状道路とし、

その機能を十分発揮させるため、早期に計画の具体化を図ること。 

 

５ 首都圏中央連絡自動車道の建設促進 

首都圏中央連絡自動車道は、都心からおよそ半径４０～６０キ

ロメートルの位置に延長約３００キロメートルの高規格幹線道路

として計画され、首都圏の中核都市間の連携を強化し交流を促進

することにより、地域発展の基盤として重要な役割を果たすもの

である。 

さらに、今後、切迫性が高まっている首都直下地震の発生など、

首都圏における災害時には、緊急輸送路として災害救助活動や緊
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急物資の輸送等に極めて大きな役割を果たすことから、環状道路

を早期に完成させることが不可欠である。 

ついては、開通目標が明確でない高速横浜環状南線及び横浜湘

南道路、桶川北本ＩＣから白岡菖蒲ＩＣ間、久喜白岡ＪＣＴから

つくば中央ＩＣ間、稲敷ＩＣから大栄ＪＣＴ（仮）間については、

開通目標を明らかにするとともに、用地取得などの事業を一層促

進するための予算を十分に確保し、早期の開通を図ること。 

特に、横浜湘南道路については、新東名高速道路の開通に間に

合わせるよう、平成２５年度の早い時期に有料道路制度を導入し、

一層の事業の促進を図ること。 

また、高尾山ＩＣから相模原愛川ＩＣについては、平成２５年

度に確実に開通させ、東名高速道路までを接続させること。 

さらに、開通目標が明確でない大栄ＪＣＴ（仮）から松尾横芝

ＩＣ間については、成田空港と羽田空港の一体活用のために必要

な道路でもあり、本格的な用地取得並びに工事を推進し、他の区

間に遅れることなく有料道路制度を導入し早期の開通を図ること。 

 

６ 新東名高速道路の早期全線開通 

平成２４年４月の御殿場ＪＣＴから三ヶ日ＪＣＴ間の開通によ

り、並行する東名高速道路の渋滞の大幅減少や、事故などによっ

て東名が通行止めとなった場合の代替路としての活用をはじめ、

周辺施設の観光客が増加するなど、大きな効果を発揮していると

ころである。 

新東名高速道路は、我が国の社会経済活動の根幹を担う新たな

大動脈としての機能を有するととともに、地震等による災害発生

時には代替路及び緊急輸送路としての役割を果たす極めて重要な

道路である。 

ついては、「整備計画区間」の整備を引き続き促進し、早期完

成を図るとともに、「基本計画区間」及び「予定路線区間」であ
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る、海老名市以東の区間については、計画を促進し、早期全線開

通を図ること。 

 

７ 東名高速道路の機能強化の促進 

東名高速道路は、我が国の三大都市圏を結ぶ大動脈であるが、

一部区間を除いては、依然として慢性的な渋滞が発生しており、

国家的な課題である。 

ついては、平成２４年度の国土交通省関係補正予算において、

渋滞ボトルネック解消に向けた検討・対策を早期に実施するとさ

れた大和トンネル付近の対策について整備促進を図ること。 

また、その他の箇所においても、早期に対策の具体化を図るこ

と。 

 

８ 中部横断自動車道の整備促進 

中部横断自動車道は、日本列島の中央部において太平洋側と日

本海側とを直結するとともに、北関東３県及び甲信静３県を結ぶ

「関東大環状ネットワーク」を支える高速道路網の一部を形成し、

これらの地域の産業・文化・学術等の発展に大きく寄与する重要

な路線であり、平成２３年３月には佐久南ＩＣから佐久小諸ＪＣ

Ｔ間が開通し、国道１４１号の渋滞緩和などに効果を発揮してい

るところである。 

引き続き、「整備計画区間」である新清水ＪＣＴから増穂ＩＣ

間及び八千穂ＩＣ（仮）から佐久南ＩＣ間の整備を促進し、早期

完成を図ること。 

また、「基本計画区間」である長坂ＪＣＴ（仮）から八千穂Ｉ

Ｃ（仮）間については、整備計画の早期策定を図ること。 

 

９ 三遠南信自動車道の整備促進 

三遠南信自動車道は、東三河（愛知県）、遠州（静岡県）、南
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信（長野県）の各地域を相互に結ぶことにより、新しい地域構造

の構築に寄与するための重要な道路である。 

ついては、既に開通している飯田山本ＩＣから天龍峡ＩＣ間及

び鳳来峡ＩＣから浜松いなさＪＣＴ間に引き続き、「整備計画区

間」の整備を促進し、早期完成を図るとともに、「基本計画区間」

については、整備計画の早期策定を図ること。 

また、同自動車道と一体として機能すると計画した一般道路の

整備を早期に推進するため、国として必要な財政措置を講じるこ

と。 

 

10 伊豆縦貫自動車道の整備促進 

伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と直結

し、伊豆地域に高速交通サービスを提供することにより、渋滞緩

和や地域の活性化をはじめ、東海地震や南海トラフ巨大地震等の

大規模災害時における緊急輸送路の役割を担うなど、防災、住民

の安全・安心に不可欠な道路である。 

ついては、「整備計画区間」の整備を促進し、早期完成を図る

とともに、「基本計画区間」については、整備計画の早期策定を

図ること。また、伊豆半島全域に整備効果が波及するよう、同自

動車道と一体として機能すると計画した一般道路の整備を早期に

推進するため、国として必要な財政措置を講じること。 

さらに、伊豆縦貫自動車道の一部を構成する東駿河湾環状道路

が、平成２５年度には全線開通する予定であり、この区間と一体

となって環状道路を形成することで、国道１号の渋滞緩和や産業

振興等に多大な効果が見込まれる沼津岡宮ＩＣ以西区間について

も、新規事業化を図ること。 

 

11 核都市広域幹線道路の計画の促進 

核都市広域幹線道路は、首都圏の業務核都市の育成整備を図り、
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業務核都市相互を連絡する重要な広域幹線道路であるので、早期

事業化に向けて、調査・計画を促進し具体化を図ること。 

 

12 中央自動車道の機能強化の促進 

中央自動車道は、我が国の三大都市圏を結ぶ大動脈として機能

しており、上野原ＩＣから大月ＪＣＴ間については、６車線化が

完了している。 

しかし、高井戸ＩＣから上野原ＩＣ間においては、慢性的な渋

滞が発生しており、平成２５年度には首都圏中央連絡自動車道に

よって東名高速道路と接続されるため、中央自動車道の交通量は

さらに増加することが予想されることからも抜本的な渋滞対策が

必要と考える。 

ついては、首都圏渋滞ボトルネック対策協議会において、中央

自動車道小仏トンネル付近などが「主要渋滞箇所」に特定された

ことからも、早期に、八王子ＪＣＴから上野原ＩＣ間の整備計画

の策定を図るとともに、高井戸ＩＣから八王子ＪＣＴ間における

渋滞箇所においても、交通量の動向を見極めながら、対策を検討

すること。 

また、中央自動車道と東名高速道路を結ぶ東富士五湖道路の須

走ＩＣ以東の整備 （国道１３８号須走道路・御殿場バイパス）は、

産業・経済や観光振興及び防災などに大きな効果が見込まれる極

めて重要な事業である。 

現在、国はこれらの道路について、設計及び用地買収を実施し

ているが、今後も関係自治体と連携を図り、早期着工に向け特段

の措置を講じること。 

 

13 東関東自動車道の建設促進 

東関東自動車道水戸線は、鹿島港や茨城港、さらには成田国際

空港や、茨城空港などの交流拠点を結び、陸・海・空の広域交通
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ネットワークを形成することはもとより、首都圏域での災害時に

おけるリダンダンシーの確保と、第３次救急施設への短時間搬送

可能区域の大幅拡大などに欠かすことのできない重要な幹線道路

である。 

ついては、既に開通している茨城空港北ＩＣから茨城町ＪＣＴ

間に引き続き、鉾田ＩＣ（仮）から茨城空港北ＩＣまでの区間の

整備促進を図るとともに、現在国において事業が進められている

潮来ＩＣから鉾田ＩＣ（仮）間についても、整備のための予算を

確保し、着実な整備促進を図ること。 

また、東関東自動車道館山線は、国道１２７号富津館山道路な

どの広域幹線道路により千葉市と館山市を連絡し、これに接続す

る東京湾アクアラインや首都圏中央連絡自動車道などと一体とな

って、南房総地域と首都圏各地域との文化・観光・経済等多様な

連携強化を促し、地域の活性化に大きく寄与するとともに、災害

時における緊急輸送道路としても欠くことのできない重要な道路

である。 

このため、木更津南ＪＣＴから富津竹岡ＩＣ間の４車線化を早

期に完成させるとともに、引き続き、接続する富津館山道路につ

いても、渋滞緩和に向けたより一層の機能強化を図ること。 

また、館山自動車道と接続する京葉道路については、渋滞が激

しいことから、その対策を早期に図ること。 

 

14 中部縦貫自動車道の整備促進 

中部縦貫自動車道は、長野県松本市から岐阜県の飛騨地域を経

由して、東海北陸自動車道に接続し、福井県福井市に至る道路で

あり、関東、中部、北陸地方の広域的、一体的な発展に大きく寄

与する重要な路線であることから、「整備計画区間」の整備を促

進し、早期完成を図るとともに、「基本計画区間」については、

整備計画の早期策定を図ること。 
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また、平成２３年度より事業化され調査が進められている、現

道の国道１５８号奈川渡改良については、事業を促進し、早期完

成を図ること。 

  

15 スマートインターチェンジの整備促進 

スマートインターチェンジは、既存のインターチェンジを補完

し、高速道路の利用促進や一般道路の渋滞緩和に寄与するととも

に、地域振興や観光地等の活性化に資する極めて有効なインター

チェンジである。 

ついては、地域が必要とするスマートインターチェンジの整備

促進が図られるよう、要件の柔軟な運用と十分な予算を確保する

こと。また、地方公共団体が整備するアクセス道路への財政支援

など一層の制度拡充を図ること。 

 

16 利用しやすく社会経済活動の効率を高める高速道路料金体系の

実現 

首都圏三環状道路が整備されることにより、首都圏の高速道路

がネットワークとしての機能を発揮し、道路利用者の利便性向上

や経済活動の効率化・活性化など、多方面での効果が期待できる。 

さらに、都心部の渋滞緩和及び排出ガス総量の抑制、大型貨物

車の利用促進などの効果を発揮させ、首都圏全体が目指すべき将

来像の実現につなげていく必要がある。このような中、平成２３

年１２月「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ」が高速道路

のあり方検討有識者委員会より示された。そこで示された基本的

な考え方などを基に、料金施策をはじめとした有料道路制度等に

ついて議論が行われている「国土幹線道路部会」においても十分

に検討し、地方の意見を尊重した上で、高速道路ネットワークを

十分活用できるような料金施策を導入することが必要不可欠であ

る。 
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ついては、首都圏三環状道路の完成を見据えて、東京湾アクア

ラインなどを含む首都圏の高速道路ネットワークについて、外側

の環状道路へ交通誘導を行うとともに、複数の料金体系の存在に

よる割高感の解消や、長距離利用者や大型車の利用促進等にも対

応した一体的で利用しやすい料金体系を実現すること。 

外側の環状道路である首都圏中央連絡自動車道の料金について

は、環状道路機能の発揮、並びに公正妥当の観点から、首都圏中

央連絡自動車道の外側の高速自動車国道の標準料率であるキロ当

たり２４．６円を踏まえ、料金を低減する策を講じること。 

また、平成２５年度末に実施期限を迎える割引については、交

通誘導や物流・経済対策として重要であり、高速道路整備と併せ

て我が国経済と国際競争力を支える重要なインフラ施策でもある

ことから、一体的で利用しやすい料金体系が実現されるまでの間、

現在措置中の割引の継続・拡充を行い、財源については新たな地

方負担を求めないこと。 
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